
帰国生徒の受入について

１ 本校(中野東中)の特色
(1) 本校は中野区立第三中学校と第十中学校

が統合し、平成 30年に開校しました。

統合校の第三中学校が昭和49年より帰国

生徒受入校であった歴史から、新校の中野東

中学校も帰国生徒を受入ております。令和 5

年 2 月現在で、帰国生徒は全校生徒の 16%

程度在籍しております。

(2) 本校では、日本の学校生活に早く親しめる

ように学区域の生徒と同じクラスで受入を行っています。そのため、各学年に帰国生徒

コーディネーターの教員を配置し、適応の促進を図るための教育相談を随時実施してい

ます。

(3) 教科の学習への適応の基礎となる日本語の習熟を高めるため、生徒の状況と保護者

の希望をもとに、平常授業の取り出し日本語指導や放課後の個別指導も行っています。

(4) 帰国生徒の英語力保持を目的に、外国人講師(ALT)を招いた国際交流教室を月に１回、

放課後約 1時間程度実施しています。帰国生徒が集まり、英語でゲームしたり、プレゼ

ンテーションをしたり、楽しい時間を過ごしています。

(5) 定期考査では、必要に応じてルビふり問題用紙の対応や辞書持ち込み、考査時間の

延長等、個別に応じた別室受験等の配慮を行っています。

(6) 年間３回(4月、9月、3月)に帰国生徒保護者会を開催し、卒業生の保護者から高校

進学に向けた保護者の準備を教えていただいたり、保護者同士の交流の場をつくり、情

報交換を行っています。

(7) 帰国生徒の受入は、海外から直接本校へ編入する生徒を対象にしています。帰国後、

一度他の小学校や中学校に入学してから、本校へ編入学を希望される場合は、対象とな

りません。

(8) 現在学校は、東京メトロ丸ノ内線、都営大江戸線中野坂上駅から徒歩 1分の場所に

あります。生徒の通学の安全面を考慮し、通学が可能だと判断できる居住地からの生徒

を、教育委員会と相談の上、受け入れています。

※ 現在、受入は中野区内にお住まいになる予定の中学生に限らせていただいています。



２ 受入までの手続き
(1) 本校では、転入・編入希望の生徒・保護者に対して、学校説明及び学校見学を随時受

け付けております。ご希望の方はご連絡ください。

(2) 本校に転入・編入希望の場合、帰国後の住所により受入手続きが異なります。本校

の学区域に住所がある場合には問題ありません。

(3) 本校に 4月当初中学校1年生として入学を希望する場合、本校の学区域に住所があ

る必要があります。

３ 学区域内に住所がある場合 (新しく家を購入し、予定の場合)
(1) 区役所での住民登録の際、本校を指定した「転入学通知書」が交付されます。

保護者用以外の２枚を学校に提出してください。

(2) 『教科書給与証明書』等を学校に提出してください。

※ 海外より転入される場合で『教科書給与証明書』をお持ちでない場合は、その旨を

お申し出ください。また、外務省等から給与された教科書をお持ちの場合は、教科書

会社名をご連絡ください。

(3) 学区域内に住所がある場合は、学校長の許可は必要ありませんが、転入・編入後の

生活についてご相談しますので、上記の手続き前に学校長との面談を行います。学校へ

ご連絡ください。

４ 中野区内で本校の学区域外に住所がある場合 (予定を含む)
(1) 学校長との面談を行います。その後、中野区教育委員会と相談し、本校入学の可否

が決定されます。

(2) 中野区の住民登録及び教育委員会への手続き

※ 中野区役所１階 住民登録の窓口にて住民登録を行ってください。

※ 中野区役所５階 学校教育課学事係にて、区域外就学願をご記入、ご提出ください。
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(3) 以上の手続きが終了すると「転入学通知書」が交付されますので、保護者用以外の２

枚を学校に提出してください。

(4) 『教科書給与証明書』等を学校に提出してください。

※ 海外より転入される場合で『教科書給与証明書』をお持ちでない場合は、その旨をお

申し出ください。また、外務省等から給与された教科書をお持ちの場合は、教科書会社

名をご連絡ください。

参考）中野東中の学区域

中央 1丁目全部、同 2丁目 1～30・33～45・49～59、同 3丁目全部

東中野 1丁目・同 2丁目・同 3丁目・同 4丁目・同 5丁目の各全部

中野 1丁目・同 6丁目の各全部

上高田 1丁目(1～23 24～28（旧水路南側）、 29～45)･2(1～12、13～27（旧水路南

側）、40～41（旧水路南側）、42～51)･3(1～5、6 (旧水路南側))･26(1～8、9 (旧水路

南側)、17（旧水路南側）、18～21)･ 27(1～16、17(旧水路南側)、24（旧水路南側）、

25～29）･30(1～3、4 (旧水路南側)、9)・31(1～14、15(旧水路南側)、22（旧水路南

側）、23)・34(1～9、10（旧水路南側）、17（旧水路南側）、18～23)･35( 1～11、12

（旧水路南側）、24（旧水路南側）、25～30)・36(1～9、10～11（旧水路南側）、21（旧

水路南側）、22～26)・37(1～10、11～12（旧水路南側))・24（旧水路南側）･ 25～

29）

※ 理由の欄の記入例 (帰国生徒の場合)

本人が帰国生徒であること。

適応上の必要で、帰国子女受け入れ態勢の充実している中野東中に通学させたい。


